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1.  はじめに

● 研究背景

○ 急速に進展する脳神経科学技術の研究・開発をめぐり、どのような倫理的懸念があり、どの

ような規制が求められるのか、学術的・社会的に議論は紛糾している。

○ 中でも脳情報を可視化するニューロイメージングは、第三者が私たちの「心」を読み取るマ

インド・リーディングの可能性を開くものであり、私たちの「精神的プライバシー」が脅か

される懸念もある。こうしたことから、脳神経科学技術をめぐる倫理的問題の特異性とそれ

を制御するための独自策（Cf. 脳神経関連権）の必要性が提起されている。

● 問い・目的

○ ニューロイメージングにはいかなる倫理的問題が想定され、規制はいかになされるべきか。

○ 無知学の有徳な無知の観点から、ニューロイメージングに関する議論の再解釈を試みる。
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2. 有徳な無知とは何か

4

「無知学（アグノトロジー）」：知識だけでなく無知もまた学問的な追求の価値を
有すると考え、無知がいかに作られてきたのかを歴史的に探求する。

プロクター 2023;  Kourany & Carrier 2020

＝無知学の提唱者プロクターら（2008）によって示される



2. 有徳な無知とは何か

● 研究の結果や成果物が有害な場合の制限・規制
○ 悪用可能な技術の規制

○ cf. デュアル・ユース（DU）論
● 科学研究や技術開発の過程が有害・不適切な場合の制限・規制

○ 被験者に危害を加える研究、大学における純粋な利潤・軍事目的の研究の禁止

○ cf. 研究倫理
● 既存の有害な知識・技術の放棄

○ 環境や人体に有害な既存の技術や製品の使用禁止

○ 兵器の全面的放棄

● プライバシー権、自身の遺伝疾患などを「知らない権利」
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「研究において何らかの価値を採用した結果、『知らないこと』が意図的に
受け入れられた時に生じる無知」（Kourany & Carrier 2020, 9-10）



2. 有徳な無知とは何か
(A) 有徳さの基準

● 有徳な無知の「有徳さ」＝社会集団全体にとって（≠特定の企業、マジョリティ）
● 科学技術の規制に関わる既存の文脈への参照

○ DU論：物理的・身体的危害をもたらす可能性のある科学技術の規制・制限
○ 研究倫理：被験者の権利を脅かす研究プロセスの制限、利益相反のある研究の禁止

● Kourany (2020)による「有徳な無知」のケーススタディ
○ 知能の人種差や性差の研究（認知科学研究）の規制を検討するために、自然科学分野において
人々の安全や平等権が優先され、研究の自由が制限された先例を参照する。

○ 構造的差別の強化や刷り込みなどの非-物理的な悪影響の可能性を孕む認知科学研究の規制も妥
当だと結論づける。
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(A)有徳さの基準、(B)規制の方法
先行研究では明らかになっていないが、「有徳な
無知」を利用可能な概念にするために重要

▶ 個別具体的な知識や技術に対し、歴史的事例を参照して無知を構築すること（規制・制
限）の「有徳さ」を検討する「発見法的」概念

▶ 非-物理的危害や、研究の社会的影響まで検討可能であり、「客観的」で公正な知の創造
を目指す規範的アプローチ



2. 有徳な無知とは何か
(B) 規制の方法：「無知のガバナンス（Ignorance-counted Governance）」
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研究計画段階で、研究倫理、RRI、ジェ
ンダード・イノベーションなどを参照点
とし、不適切・有害な研究プロセスの規
制・排除を行う

知識の公開や科学技術の社会実装前にテ
クノロジー・アセスメント(TA)、リス
ク・アプローチ、規制ギャップ調査など
を参考にした規制や制限を行う

既存の知識や技術に対し、政治的合意な
どに基づいて知識・技術の放棄（使用の
中止など）を行う。

※以上2節の内容に関しては投稿論文を準備中



3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

ニューロイメージング

● 本発表では、数ある脳神経科学技術のうち、ニューロイメージングを例にとる。

● ニューロイメージングとは、fMRI（機能的磁気共鳴画像）などの技術を用いた脳
の活動の計測により、脳情報を可視化する技術の総称である。

● そもそも脳神経科学の興隆はこの技術の発展によるところが大きく、その応用可

能性（犯罪捜査（嘘の発見）やマーケティング、選挙などへの利用）も大きいこ

とから、研究開発が急速に進むとともに、早くから倫理的問題も指摘されてきた。

● とりわけ、人間の思考や感情などを読みとろうとする「マインド・リーディン

グ」によるプライバシーの侵害が懸念されている（石原 2009; 鈴木 2010など）。
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3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

これまでニューロイメージングについてはいくつかの観点から倫理的（・法的・

社会的）懸念が指摘されてきた

● デュアルユース（モレノ 2008; Dando 2020など）

● 研究倫理（Racine & Illes 2007; Illes et al. 2006など）

● プライバシー権（Ienca 2021など）

以下では先行研究の論点を整理し、「有徳な無知」の観点・方法からそれらを再

解釈・再構築してゆく
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3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

デュアルユース（モレノ 2008; Dando 2020など）

● モレノ（2008）：脳神経科学技術のデュアルユース問題について先駆的に検討
○ DARPA（国防高等研究計画局）などからの資金提供に脳神経科学者が無頓着なのは問題
○ 核・生物兵器への安全保障を参照しつつ、ニューロセキュリティを提唱（ex. 国立科学諮問委員会の設置）
○ 「ブレイン・リーディング」についても、DARPAは装着可能な脳波計などに関心をもっている（第5章）

● Dando (2020)：EU、米国、日本、中国などの国家レベルの資金提供の状況を検討
○ 生物・化学兵器の不拡散体制を参照しつつ、脳神経科学における現状を整理（ニューロイメージングに絞っ

た記述はない）

○ 脳神経科学における同様の体制の構築はぜひとも必要だが、まだこれからである

● いずれも研究自体の規制（制限）ではなく、その成果の「誤用」「悪用」をいかに防止する

か（＝安全保障）に焦点を当てている
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3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

研究倫理（Racine & Illes 2007; Illes et al. 2006など）

● Racine & Illes (2007)：ニューロイメージングの研究倫理上の懸念を5つ挙げ、それぞれへの
「グッド・プラクティス（優れた取り組み）」を検討

○ 1. 偶発的所見とインフォームド・コンセント
○ 2. プライバシー
○ 3. （被験者の）募集とコホート選択における公正さ、強制、秘密保持
○ 4. （被験者の）意思決定能力と社会的立場の弱さ、スティグマと差別（への配慮）
○ 5. 科学的価値（妥当性）、利益相反、知識移転

● 例えば偶発的所見（incidental finding: IF）について（Illes et al. 2006など）：
○ 被験者の0.5〜2%ほどで、研究の目的と無関係な脳の臨床的所見が見つかる
○ 遺伝疾患などに対する「知らないでいる権利」の先例も参照しつつ、対処を模索

○ しかし、重大だが今なら治療可能な病気を発見した場合はどうするのか
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3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

プライバシー権（Ienca 2021; ガザニガ 2006; Gligorov 2016など）

● ニューロイメージング、とりわけそれにより可能になるマインド・リーディングは、人間の「心」

という「究極のプライバシー」を侵害するのではないか、という懸念が表明されてきた（cf. 染

谷・小口 2008）。近年の「脳神経関連権（neurorights）」の文脈においても、これらは精神的プ

ライバシーへの侵害として論じられている（Ienca 2021）。

● 一方、それらに対しては、脳情報は——技術的にも理論的にも——「心」とイコールではないとい

う批判がなされてきた。つまり現在の技術水準（例えば脳画像の解像度）では十分に「心を読む」

ことができないのみならず、たとえ解像度がどれほど高まったとしても、脳情報から我々の思考を

読み取ることはできないというのである（ガザニガ 2006; Gligorov 2016: ch. 6）。
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3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

さらにGligorovは、「脳≠心」であるゆえに、「脳＝心」という仮説に基づくマインド・リーディ
ング批判は不要どころか有害であるとする。

● "... categorizing brain imaging as mind reading, and referring to it in this manner, might 
discourage research participation and even prevent the incorporation of brain imaging 
into clinical care." (Gligorov 2016: 96)

しかし本当にそれでよいのだろうか。以下では、2つの歴史的事例の検討を通して、精神的プライ
バシーをめぐる上記の論争を別の角度からも検討してみたい。

● 遺伝学（染谷・小口 2008）
● 骨相学（Uttal 2001; 奥野 2008; 石原2009など）
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3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

遺伝学（染谷・小口 2008）

● 染谷・小口（2008）は、脳情報を「究極のプライバシー」とみなす考えを遺伝学における遺
伝子例外主義と比較している。

● 生物学的に必ずしも「究極の」情報ではない遺伝子情報があたかもそうであるかのように見

なされたのと同じく、脳情報のプライバシーも、それに特別な「利用価値」を見出す人々に

よって「究極化」され「実体化」されたものである可能性がある。

○ 利用可能性の例：「犯罪に結びつく「暴力的傾向」の測定、国家や会社に対する「忠誠心」の検査、徳育に

おける「道徳心」の評価、等々」（染谷・小口 2008: 119）

● つまり、マインド・リーディングが本当に可能かどうかよりも、それを可能とみなす社会が

どのような社会であるかの方に、注目すべきだと言える。
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3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

骨相学（Uttal 2001; 奥野 2008; 石原 2009など）

● Uttal (2001)はfMRIによる脳機能局在論の進展を「新しい骨相学」と批判。
● 骨相学とは、頭蓋骨の形状からその人の性格や知性等を判定する「科学」。19世紀初頭に生
まれその半ばには科学的に否定されたが、大衆的には20世紀初頭まで影響力をもった。

● 奥野（2008）や石原（2009）も、現代の脳神経科学を骨相学と比較し、優生思想との結び
つきや擬似科学化に警鐘を鳴らした。

● 骨相学と優生思想との結びつきは決して単独の現象ではない。骨相学は、カンペルの顔面角

と並び、人種の「自然化」に不可欠な道具だった（坂野 2002: 190-191）。18世紀の解剖学も
また、性差を「自然化」するために利用された（シービンガー 2022）。20世紀には遺伝学が
それらを引き継いだ。さらに21世紀には脳神経科学が……（ex. 「男女脳」）？
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3. ニューロイメージングをめぐる議論の分析

● こうした歴史を踏まえると、「脳≠心」であるからといって安心してはいられない。fMRIの

技術がいかに進歩しようと、マインド・リーディングは骨相学と同じく、ある種の疑似科学

であるしかない。しかしそれは精緻であればあるほど、「脳≠心」という事実を覆い隠す。

● ゆえに、マインド・リーディングが現実には成功しないからといって、その危険性を考慮し

ないでよいことにはならない（Gligorovへの反論）。

● 一方で、精神的プライバシーの根拠は「脳＝心」が実現する可能性にではなく、その虚構が

現実であるかのように利用される可能性にこそ求められるべきである。

● ただし規制を考える際に難しいのは、脳科学の進展によって「男性脳」「女性脳」などない

ことが示される、という事例もあること（cf. ジョエル & ヴィハンスキ 2021）。
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4. おわりに：「無知のガバナンス」に向けて

本発表では、以下の2つの作業を行なった。

● 無知学においていまだ曖昧であった「有徳な無知」について、それが科学技術の

規制に関わる概念であり、その正当性をその都度、歴史的先例を参照することで

構築しようとする発見法的な概念であることを、先行研究の精査により明らかに

した。

● 脳神経科学、とりわけニューロイメージングの規制をめぐる議論を「有徳な無

知」の観点から再検討した。すなわち、それが孕みうる倫理的（・法的・社会

的）問題に関する先行研究をデュアルユース、研究倫理、プライバシー権の観点

から整理し、特に議論の分かれるプライバシー権について、遺伝学と骨相学とい

う2つの歴史的先例を参照することで、一定の洞察を引き出した。
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4. おわりに：「無知のガバナンス」に向けて

● 最後に冒頭の問いに立ち帰り、脳神経科学（またはニューロイメージング）のガバナンスはいかに

あるべきかの展望を述べる。

● 現在、脳神経科学に関しては法整備やガイドラインの策定や脳神経関連権の構築などが試みられて

いる。それらは基本的に、脳神経科学の推進ありきのように思える。それらに加え、今後「無知」

の積極的構築をも視野に入れたガバナンス（＝無知のガバナンス）をも考えるべきだろう。

● 例えば、科学に何ができるかのみならず、何ができないかについてのコミュニケーションもより積

極的に行うべきだろう。（科学者と哲学者が「脳≠心」とわかっていても、社会は「脳＝心」とい
うイメージを利用したがる。）

● また、知識がいかに失われ（う）るか、ということの歴史的研究（＝無知学）もより重要になるだ

ろう。危険・有害な知識（あるいはその利用）を放棄する方法——これもある種の安全保障——の
模索は、まだほとんどなされていないように思われる。
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